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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部の動作を用いて端末に情報を入力する入力方法において、
　前記端末及び前記頭部の相対的な傾きを取得し、
　前記傾きに基づき、前記情報の入力に係る動作を選別し、
　選別された前記動作における前記頭部の回転強度を算出し、
　前記回転強度に基づき、前記動作の入力区間を確定する
ことを特徴とする、入力方法。
【請求項２】
　前記端末に対する前記頭部の相対的な回転強度を算出する
ことを特徴とする、請求項１記載の入力方法。
【請求項３】
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角が所定値未満の前記動作を選別する
ことを特徴とする、請求項１又は２記載の入力方法。
【請求項４】
　前記端末及び前記頭部の各ピッチ角が所定範囲内にある前記動作を選別する
ことを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載の入力方法。
【請求項５】
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角の変動が有効視野に対応する範囲
内である前記動作を選別する
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ことを特徴とする、請求項１～４の何れか１項に記載の入力方法。
【請求項６】
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角に基づき、前記有効視野の基準位
置を設定する
ことを特徴とする、請求項５記載の入力方法。
【請求項７】
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角の変動が第一範囲内であり、かつ、前記端末
及び前記頭部の相対的なヨー角の変動が第二範囲内である前記動作を選別する
ことを特徴とする、請求項５又は６記載の入力方法。
【請求項８】
　前記回転強度が所定強度以上となる期間を前記入力区間とする
ことを特徴とする、請求項１～６の何れか１項に記載の入力方法。
【請求項９】
　頭部の動作を用いて端末に情報を入力するプログラムにおいて、
　前記端末及び前記頭部の相対的な傾きを取得し、
　前記傾きに基づき、前記情報の入力に係る動作を選別し、
　選別された前記動作における前記頭部の回転強度を算出し、
　前記回転強度に基づき、前記動作の入力区間を確定する
処理をコンピューターに実行させる、プログラム。
【請求項１０】
　頭部の動作を用いて端末に情報を入力する入力装置において、
　前記端末及び前記頭部の相対的な傾きを取得する取得部と、
　前記取得部で取得された前記傾きに基づき、前記情報の入力に係る動作を選別する選別
部と、
　前記選別部で選別された前記動作における前記頭部の回転強度を算出する算出部と、
　前記算出部で算出された前記回転強度に基づき、前記動作の入力区間を確定する確定部
と、
を備えたことを特徴とする、入力装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は、頭部の動作で端末に情報を入力する入力方法，プログラム及び入力装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人体に装着した状態での利用が想定されたコンピューターやガジェットなどのデ
バイス（ウェアラブルデバイス）が開発されている。これらのデバイスでは、タッチ入力
やペン入力，音声入力といった種々のUI（User Interface，ユーザーインタフェース）が
採用されている。一方、これらのUIは、必ずしも日常的な業務に適した操作環境を提供す
るものとはいえない。例えば、工場，店舗，病院などに提供されるICT（Information and
 Communication Technology）サービスでは、業務に係る作業を中断することなく、自然
な動作でデバイスを操作できるUIが望まれる。
【０００３】
　そこで、頭部の姿勢をコンピューターへの入力操作として認識させるUI技術が開発され
ている。例えば、頭部に加速度センサーを取り付けて頭の向きを検出し、その方向に対応
する処理をコンピューターに実施させるものである。また、頭部の方向だけでなく視線の
方向も併せて検出し、これらを入力操作として認識させるUI技術も提案されている（特許
文献１，２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開2012-252568号公報
【特許文献２】国際公開第2007/105792号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　頭部の動作を活用したUIは、自然な動作によるデバイスの操作環境を提供しうる。しか
しながら、頭部の動作は、そのときの姿勢や視認対象との位置関係によって変化すること
があるため、動作の認識精度を向上させることが困難である。また、頭部の運動状態を把
握する上では、静的な状態（例えば、方向や傾きなど）だけでなく、動的な状態（例えば
、回転量，移動速度，移動の激しさなど）を考慮することが望ましい。一方、既存の技術
ではおもに前者が考慮されており、後者が十分に考慮されていないため、動作の認識精度
を向上させにくい。
【０００６】
　本件の目的の一つは、このような課題に鑑み創案されたもので、動作の認識精度を向上
させることである。また、前記目的に限らず、後述する「発明を実施するための形態」に
示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果
を奏することも本件の他の目的として位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　開示の入力方法は、頭部の動作を用いて端末に情報を入力する入力方法である。この入
力方法では、前記端末及び前記頭部の相対的な傾きを取得し、前記傾きに基づき、前記情
報の入力に係る動作を選別する。また、選別された前記動作における前記頭部の回転強度
を算出し、前記回転強度に基づき、前記動作の入力区間を確定する。
【発明の効果】
【０００８】
　開示の技術によれば、動作の認識精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る入力装置を示す斜視図である。
【図２】入力装置のハードウェア構成を例示するブロック図である。
【図３】入力操作に係るプログラムのブロック構成図である
【図４】ピッチ角の経時変化を例示するグラフである。
【図５】有効視野に対応するピッチ角及びヨー角を示す図である。
【図６】端末及び頭部の動作の差分を説明するためのグラフであり、（Ａ）は端末及び頭
部の角速度変動を示し、（Ｂ）は角速度の差分の変動を示す。
【図７】回転強度〔角速度についての信号強度面積SMA(AV)〕の変動を示すグラフである
。
【図８】頭部ジェスチャーの認識手法を説明するための図であり、（Ａ）は仮想キャンバ
ス上における頭部ジェスチャーの移動軌跡を示す図、（Ｂ），（Ｃ）はジェスチャーの形
状と入力操作内容との関係を例示する図である。
【図９】ジェスチャー区間の候補を特定するためのフローチャート例である。
【図１０】ジェスチャー区間の確定及び認識のためのフローチャート例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、頭部の動作で端末に情報を入力する入力装置，入力方法及びプ
ログラムに係る実施の形態を説明する。ただし、以下に示す実施形態はあくまでも例示に
過ぎず、実施形態で明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。すなわち
、本実施形態をその趣旨を逸脱しない範囲で種々変形（実施形態及び各変形例を組み合わ
せる等）して実施することができる。
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【００１１】
　［１．制御の概要］
　本実施形態の入力装置，入力方法及びプログラムは、コンピューターにジェスチャーUI
を提供するものである。このジェスチャーUIでは、頭部の動作がコンピューターへの入力
操作として認識され、その入力操作の情報がコンピューターに入力される。ここでいうコ
ンピューターには、電子計算機を内蔵し可搬性を有する装置が含まれる。例えば、携帯電
話機，スマートフォン，インターネット端末といった携帯情報端末や、ノートパソコン，
スレートパソコンといったパーソナルコンピューター、あるいは、音楽プレーヤー，カメ
ラ，ビデオプレーヤー，携帯型ゲーム機，GPS（Global Positioning System）装置，リモ
コン装置などの電子機器類（ガジェット）がこれに含まれる。以下、入力操作の情報が入
力されるこれらのコンピューター全般のことを単に「端末」と呼ぶ。
【００１２】
　本実施形態では、端末に対する頭部の相対的な動作から入力操作の内容が解釈され、そ
の情報が端末に入力される。端末及び頭部のそれぞれには、端末及び頭部のそれぞれの姿
勢や運動状態を計測する計測装置が設けられ、それぞれの計測結果に基づいて端末及び頭
部の相対的な動作が把握される。ここでいう動作には、頭部のねじれ角度や傾きといった
静的な姿勢（ポーズ）だけでなく、時間経過とともに変化する動的な姿勢（モーションジ
ェスチャー）が含まれる。また、ここでいう相対的な動作とは、端末に固定された座標系
を基準とした頭部の動作（又は、頭部に固定された座標系を基準とした端末の動作）を意
味する。すなわち、頭部の動作は、動作の主体となるユーザーの身体や地球に固定された
地理座標系を基準とするのではなく、端末に対する動きとして把握される。
【００１３】
　端末及び頭部の動作を計測する計測装置としては、三軸加速度センサーや三軸ジャイロ
スコープ、あるいはこれらを内蔵する慣性計測装置（IMU，Inertial Measurement Unit）
が用いられる。計測装置は、端末及び頭部のそれぞれに設けられる。端末側の計測装置は
端末に固定，内蔵され、頭部側の計測装置は頭部に装着される頭部ガジェットに固定，内
蔵される。頭部ガジェットは、頭部に対して着脱自在に設けられ、かつ、頭部の動作によ
って脱落しない程度に堅固に取り付け可能とされる。計測装置は、それぞれの動作に対応
するパラメーターを検出，取得，算出し、時系列のデータとして出力する。
【００１４】
　本実施形態では、計測装置で計測された時系列のデータのうち、端末への入力操作に係
る動作に対応するデータ区間が三段階に選別される。これらの選別は、計測装置で計測結
果が取得される毎にリアルタイムに実施されるが、オフラインで（非リアルタイムで）実
施することも可能である。この場合、計測装置で取得された計測結果を何らかのデータ記
憶装置に記録しておけばよい。
　第一の選別は、情報の入力に係る動作を選別するためのものであり、少なくとも端末及
び頭部の相対的な傾きに基づいて行われる。第一の選別では、情報の入力に係る動作が実
施された区間の候補が特定される。第一の選別条件が成立すると、頭部のジェスチャーに
よる端末への情報入力が有効な状態（Mode-In状態）とされる。一方、この第一の選別条
件が不成立の場合には、ジェスチャーによる端末への情報入力が有効でない（無効化され
た）状態とされる（Mode-Out状態）。このように、第一の選別条件は、頭部のジェスチャ
ーを参照するか否かを大まかに決定するON-OFFスイッチのように機能する。
【００１５】
　第二の選別は、第一の選別に続いて実施され、動作をさらに選別するためのものである
。ここでは、第一の選別条件が成立したときの頭部の相対的な傾きを基準として、動作に
よる視線の移動範囲が有効視野又は安定注視野内に収まっていることが確認される。第二
の選別条件が成立した場合、その時点での動作を含むデータ区間は、正式なジェスチャー
区間候補として特定される。第二の選別は、少なくとも頭部の動作による端末への情報入
力が有効な状態（Mode-In状態）で実施される。また、端末への情報入力が有効でない状
態（端末への情報入力が無効化されたMode-Out状態）になると、第二の選別は実施されな
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る。
【００１６】
　第三の選別は、動作の入力区間を確定するためのものであり、第一，第二の選別条件が
成立した場合に、頭部の回転強度に基づいて行われる。ここでは、第一，第二の選別で特
定されたジェスチャー区間候補内における頭部の回転強度が判定される。その結果、動作
の主体（端末のユーザー）による意識的な動作（すなわち、情報の入力に係る動作）に対
応するデータ区間が確定される。このように、無意識の動作（不随意運動）と意識的な動
作（随意運動）とを区別して、意識的な動作を特定することをセグメンテーション（Segm
entation）と呼ぶ。第三の選別条件は、セグメンテーションを通じて、頭部の動作がジェ
スチャー動作であるか否かを精度良く区別する機能を持つ。
【００１７】
　「回転強度」とは、頭部の回転方向についての運動の激しさを表す指標値であり、頭部
の回転運動に対応する変数の定積分値（積分区間を一定時間とした積分値）に対応するパ
ラメーターである。この定積分値は、信号強度面積（SMA，Signal Magnitude Area）や一
定時間内回転強度とも呼ばれる。
　頭部が回転方向に激しく運動すれば、回転強度は増大する。回転強度の具体例には、頭
部の角速度の定積分値，頭部の加速度の定積分値，端末に対する頭部の相対角速度の定積
分値，端末に対する頭部の相対加速度の定積分値などが含まれ、あるいはこれらの定積分
値に対応する値が含まれる。本実施形態では、計測装置で計測された角速度（AV，Angula
r Velocity）についての信号強度面積SMA(AV)に基づいて、回転強度の大きさが判断され
る。積分区間は、例えば0.1～数秒の範囲内で適宜設定される。
【００１８】
　ここで、頭部の回転運動を三軸（x軸，y軸，z軸）回りの回転運動に分解し、それぞれ
の角速度をωx(i)，ωy(i)，ωz(i)とおく。あるいは、端末に対する頭部の相対角速度を
三軸回りの回転運動に分解し、それぞれの角速度をωx(i)，ωy(i)，ωz(i)とおく。三軸
それぞれの角速度についての信号強度面積SMA(AV)は、それぞれの角速度ωx(i)，ωy(i)
，ωz(i)の絶対値を定積分したものの合計に所定時間T（積分区間に相当）を乗じて求め
られる。式１中のiは、サンプリング順に付される序数である。角速度についての信号強
度面積SMA(AV)は、序数iがjからj+Tまで変化する所定時間Tにおける、頭部ジェスチャー
の回転運動の激しさを表す指標である。また、頭部の角速度をωx1(i)，ωy1(i)，ωz1(i
)とおき、端末の角速度をωx2(i)，ωy2(i)，ωz2(i)とおけば、相対角速度についての信
号強度面積SMA(AV)は、式２のように表現することができる。
【００１９】
【数１】

【００２０】
　角速度についての信号強度面積SMA(AV)を求めるための数式は、これに限定されない。
例えば、それぞれの角速度ωx(i)，ωy(i)，ωz(i)が頭部の回転運動に与える影響を考慮
して、それぞれの定積分値に所定の係数a,b,cを乗じたものを算出してもよい（式３参照
）。あるいは、定積分値の合計に所定時間Tを乗じる代わりに、定積分値の合計を所定時
間Tで除算して標準化し、単位時間あたりの回転運動の激しさを表す指標を算出してもよ
い（式４参照）。
【００２１】
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【数２】

【００２２】
　回転運動の回転軸が既知であるとき、角速度の代わりに加速度の情報を用いて回転強度
を求めることが可能である。例えば、頭部の回転運動はおもに頸部を中心とした回転運動
となるため、頭部の角速度の代わりに、頭部の加速度を用いて回転強度を算出できる。こ
こで、頭部の加速度を三軸方向に分解し、それぞれの加速度をAx(i)，Ay(i)，Az(i)とお
く。あるいは、端末に対する頭部の相対加速度を三軸方向に分解し、それぞれの加速度を
Ax(i)，Ay(i)，Az(i)とおく。三軸それぞれの加速度についての信号強度面積SMA(AC)は、
式５に示すように、それぞれの加速度Ax(i)，Ay(i)，Az(i)の絶対値を定積分したものの
合計に所定時間T（積分区間に相当）を乗じて求められる。なお、加速度についての信号
強度面積SMA(AC)を求めるための数式はこれに限定されず、式２，式３，式４と同様に種
々の変形を施した数式を用いることが可能である。
【００２３】
【数３】

【００２４】
　情報の入力に係る動作に対応するデータ区間が確定されると、そのデータ区間内に含ま
れる動作の特徴が抽出され、予め設定されたジェスチャーの特徴と照合されて、その動作
に対応するジェスチャーが認識される。動作の特徴は、例えば動作の軌跡の形状や長さ，
軌跡を構成する各軌跡点の速度ベクトル，各軌跡点の位置などに基づいて定義される。ジ
ェスチャーが認識されると、そのジェスチャーに対応する入力操作の情報が端末に入力さ
れる。ジェスチャーの具体的な認識手法に関しては、公知の技術を適用可能である。
【００２５】
　［２．装置構成］
　図１は、本実施形態に係る入力装置の全体構成を示す斜視図である。ここでは、頭部３
０のジェスチャーを用いて携帯型のタブレット端末１０（端末）への入力操作の情報を制
御するものを例示する。端末１０を操作するユーザーの頭部３０には、ヘッドセット型の
頭部ガジェット２０（ウェアラブルデバイス）が装着される。頭部ガジェット２０は、頭
部３０の動作を検出し、その情報を端末１０へと伝達する機能を持つ。頭部３０のジェス
チャーは、頭部ガジェット２０から伝達された情報に基づいて端末１０側で認識され、入
力操作として解釈されるものとする。
【００２６】
　頭部ガジェット２０の装置構成を図２に例示する。頭部ガジェット２０の内部には、CP
U２１（Central Processing Unit），メモリ２２，頭部IMU２３，通信装置２４が設けら
れる。これらの装置は、図示しない電力源（例えばボタン電池や電力供給ケーブル等）か
らの電力供給を受けて作動する。
　CPU２１は、制御ユニット（制御回路）や演算ユニット（演算回路），キャッシュメモ
リ（レジスタ群）等を内蔵するプロセッサである。また、メモリ２２は、プログラムや作
業中のデータが一時的に格納される短期記憶素子と、長期的に保持されるデータやプログ
ラムが格納される長期記憶素子とを含む。前者は例えばROM（Read Only Memory），RAM（
Random Access Memory）であり、後者は例えばフラッシュメモリやEEPROM（Electrically
 Erasable Programmable Read-Only Memory）等の不揮発性メモリである。
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【００２７】
　頭部IMU２３は、頭部３０の絶対的な傾きや姿勢，動作などを検出する慣性計測装置で
あり、頭部３０の方向（向き），加速度，角速度を計測する。頭部IMU２３には、ジャイ
ロセンサー２３Ａ，加速度センサー２３Ｂ，地磁気センサー２３Ｃが内蔵される。ジャイ
ロセンサー２３Ａは、頭部３０に固定された座標軸である三軸（x軸，y軸，z軸）回りの
角速度を検出する。加速度センサー２３Ｂは、三軸（x軸，y軸，z軸）方向の加速度を検
出する。地磁気センサー２３Ｃは、地理座標系を基準とした頭部３０の向き（姿勢，方位
）を検出する。頭部IMU２３から出力されるデータ形式は、例えば回転行列形式，四元数
形式，オイラー角形式，ローデータ（生データ）形式などである。以下、頭部IMU２３で
得られたデータを「頭部データ」と呼ぶ。頭部データはCPU２１や通信装置２４に伝達さ
れ、必要に応じてメモリ２２上に記録される。
　通信装置２４は、端末１０との間で通信を行う装置である。頭部IMU２３で得られた頭
部データは、通信装置２４を介してリアルタイムに端末１０側へと伝達される。あるいは
、メモリ２２上に記録されたデータが通信装置２４を介して端末１０側へと伝達される。
通信の種類は任意であり、有線通信であっても無線通信であってもよい。
【００２８】
　端末１０は、CPU１１（プロセッサ），メモリ１２，端末IMU１３，通信装置１４，RTC
１５，データベース１６，ディスプレイ１７を有し、好ましくは図示しないリムーバブル
メディアの読み取り・書き出し装置も併設される。これらの装置は、任意の電力源（例え
ば内蔵バッテリーや電源ケーブル等）からの電力供給を受けて作動する。CPU１１，メモ
リ１２，端末IMU１３，通信装置１４は、頭部ガジェット２０のCPU２１，メモリ２２，頭
部IMU２３，通信装置２４と同様の装置である。
　端末IMU１３は、端末１０の絶対的な傾きや姿勢，動作などを検出する慣性計測装置で
あり、端末１０の方向（向き），加速度，角速度を計測する。端末IMU１３には、ジャイ
ロセンサー１３Ａ，加速度センサー１３Ｂ，地磁気センサー１３Ｃが内蔵され、端末１０
に固定された座標軸である三軸回りの角速度，三軸方向の加速度，地理座標系を基準とし
た端末１０の向き（姿勢，方位）が検出される。以下、これらのデータを「端末データ」
と呼ぶ。端末データは、リアルタイムにCPU１１や通信装置１４へと伝達される。また、
頭部IMU２３で得られた頭部データも、通信装置１４を介してCPU１１へと伝達される。こ
れらの頭部データ及び端末データは、必要に応じてメモリ１２上やリムーバブルメディア
上に記録される。
【００２９】
　RTC１５（Real Time Clock）は、端末１０の電源状態とは無関係に正確な時刻情報を保
持，出力するための集積回路（チップ）である。全ての頭部データ及び端末データには、
RTC１５から出力される時刻情報が付加される。これにより、頭部データ及び端末データ
のそれぞれは、時系列のデータ群となる。
　データベース１６は、動作（ジェスチャー）の特徴とそのジェスチャーに対応する入力
操作との対応関係を記憶する記憶装置である。ここには、動作の軌跡の形状や長さ，軌跡
を構成する各軌跡点の速度ベクトル，各軌跡点の位置などの組み合わせに対する、コンピ
ューターへの入力操作が予め定義される。ディスプレイ１７は、CPU１１での演算結果や
端末データ，頭部データなどの情報を出力する表示装置である。本実施形態では、頭部３
０の動作認識に係るデータ区間の選別段階が表示される。例えば、第一の選別条件が成立
すると、そのことを示す画像，記号などがディスプレイ１７上に表示され、第二，第三の
選別条件が判定されている最中であることがユーザーに報知される。なお、このようなユ
ーザーへの報知は、省略してもよい。
【００３０】
　［３．プログラム］
　図３は、端末１０のCPU１１で実行される処理内容（プログラム１）を説明するための
ブロック図である。これらの処理内容は、例えばアプリケーションプログラムとしてメモ
リ１２の長期記憶素子に記録され、短期記憶素子のメモリ空間内に展開されて実行される
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。ここで実行される処理内容を機能的に分類すると、このプログラム１には、取得部２，
選別部３，確定部４，軌跡・特徴抽出部５，リアルタイム照合・分類部６が設けられる。
【００３１】
　　［３－１．取得部］
　取得部２は、端末IMU１３から伝達される端末データと頭部IMU２３から伝達される頭部
データとに基づき、端末１０及び頭部３０の動作に関する情報を取得するものである。取
得部２には、頭部姿勢推定部２Ａ，端末姿勢推定部２Ｂ，相対姿勢推定部２Ｃが設けられ
る。
　頭部姿勢推定部２Ａは、頭部データに基づいて地理座標系を基準とした頭部３０の姿勢
を推定する。頭部３０の姿勢（向き）は、地磁気センサー２３Ｃで検出される地磁気方向
から推定でき、頭部３０の停止時における加速度データからも推定できる。あるいは、ド
リフトによるオフセットやノイズの影響が小さければ、角速度の積分値を用いて推定して
もよい。頭部姿勢推定部２Ａは、頭部３０の姿勢を地理座標系に対するピッチ角，ヨー角
，ロール角でリアルタイムに算出し、RTC１５から出力される時刻情報を付加して相対姿
勢推定部２Ｃに伝達する。なお、地理座標系に対するピッチ角，ヨー角，ロール角の定義
は任意に設定可能である。本実施形態では、正面を北向きとした物体の回転運動を基準と
して東西方向をピッチ角の回転軸方向とし、鉛直上下方向をヨー角の回転軸方向とする。
【００３２】
　端末姿勢推定部２Ｂは、端末データに基づいて地理座標系を基準とした端末１０の姿勢
を推定する。端末姿勢推定部２Ｂは、端末１０の姿勢を地理座標系に対するピッチ角，ヨ
ー角，ロール角でリアルタイムに算出し、時刻情報を付加して相対姿勢推定部２Ｃに伝達
する。
　相対姿勢推定部２Ｃは、端末１０及び頭部３０の相対的な傾きを推定する。ここでは、
ピッチ方向，ヨー方向，ロール方向の三軸についての相対的な傾き（すなわち、相対ピッ
チ角θ，相対ヨー角ψ，相対ロール角φ）が推定される。相対姿勢推定部２Ｃは、同一時
刻に取得された端末１０の傾きと頭部３０の傾きとの差分をリアルタイムに算出する。こ
こで算出された相対的な傾きの情報には時刻情報が付加され、選別部３に伝達される。
【００３３】
　　［３－２．選別部］
　選別部３は、取得部で取得された相対的な傾きの情報に基づき、ジェスチャーによる操
作入力に対応する動作を選別するものである。選別部３には、ピッチ角範囲判定部３Ａ，
有効視野判定部３Ｂ，区間候補特定部３Ｃが設けられる。
【００３４】
　ピッチ角範囲判定部３Ａは、端末１０及び頭部３０のピッチ角が適切であることを確認
する。ここでは、第一の選別条件に基づいて、ジェスチャー動作に対応するデータ区間の
候補が特定される。第一の選別条件には、少なくとも以下の条件Ａが含まれる。本実施形
態では、以下の条件Ａ～Ｃの全てが成立した場合に、第一の選別条件が満たされたものと
し、ディスプレイ上にそのことを示す画像，記号などを表示する。
　＝第一の選別条件＝
　　Ａ．相対ピッチ角θが所定値未満である
　　Ｂ．端末１０のピッチ角が所定範囲内にある
　　Ｃ．頭部３０のピッチ角が所定範囲内にある
【００３５】
　これらの条件と端末１０及び頭部３０のピッチ角との関係について、図４を用いて説明
する。条件Ａ中の相対ピッチ角θは、実線で示す頭部３０のピッチ角と破線で示す端末１
０のピッチ角との差分に相当する。条件Ａが成立するとき、頭部３０のピッチ角と端末１
０のピッチ角とが同程度であり、頭部３０の向きが端末１０のディスプレイ１７に対して
ほぼ垂直な姿勢となる。以下、ここで判定される所定値のことを所定値P0と表記する。
【００３６】
　条件Ｂ，条件Ｃは、端末１０及び頭部３０の各々のピッチ角が、所定の識別角度レンジ
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P1～P2内にあることを確認するためのものである。ディスプレイ１７の向きが極端に下向
きである場合や、頭部３０の向きが極端に上向きである場合には、これらの条件が不成立
となる。図４中で条件Ａ～Ｃの全てが成立するのは時刻t1～t2の範囲（入力候補区間）と
なる。なお、ソファや布団に横になった姿勢でのジェスチャー操作を許容する場合には、
条件Ｂ，条件Ｃで判定される所定範囲（識別角度レンジP1～P2）を拡大するか、条件Ｂ，
条件Ｃを省略してもよい。
【００３７】
　有効視野判定部３Ｂは、ピッチ角範囲判定部３Ａで第一の選別条件が成立した状態で、
ジェスチャー動作に対応するデータ区間の候補をさらに絞り込むためのものである。ここ
では、第二の選別条件に基づき、人の頭部運動による注視動作に関する特性を利用して、
ジェスチャーによる操作入力に対応する動作が選別される。すなわち、相対ピッチ角θ及
び相対ヨー角ψが有効視野に対応する範囲内で変動している間は、その動作をジェスチャ
ーによる操作入力に対応する動作として選別する。一方、相対ピッチ角θ及び相対ヨー角
ψの変動範囲が有効視野に対応する範囲外に飛び出した場合には、その時点でその動作が
ジェスチャーによる操作入力に対応する動作でなくなったものと判断する。
【００３８】
　有効視野とは、視野内において眼球運動だけで瞬時に情報を受容できる領域である。有
効視野の形状は、例えば図５に示すように注視点を中心に広がる楕円状であり、その長軸
方向（水平方向）に約30°の幅を持ち、短軸方向（垂直方向）に約20°の幅を持つ。これ
に倣い、有効視野判定部３Ｂは、相対ピッチ角θが第一範囲P3～P4内（例えば±10°以内
）で変動し、かつ、相対ヨー角ψが第二範囲Y1～Y2内（例えば±15°以内）で変動するよ
うな頭部３０の動作を、ジェスチャー動作として有効な動作であるものとして選別する。
なお、第一範囲P3～P4，第二範囲Y1～Y2は、図５に示すように、0を含む範囲として設定
されることが好ましい。
【００３９】
　図５は、真正面を見ている状態での一般的な有効視野の範囲を示している。一方、端末
１０に対する頭部３０の向きが必ずしもディスプレイ１７の真正面であるとは限らない。
そこで、有効視野判定部３Ｂは、ピッチ角範囲判定部３Ａで第一の選別条件が成立した状
態での相対姿勢を「参考姿勢」という基準として設定し、この参考姿勢からの相対姿勢の
変化が有効視野に対応する範囲内にあるか否かを判定する。
【００４０】
　第二の選別条件を以下に例示する。本実施形態では、以下の条件Ｄ，Ｅがともに成立し
た場合に、第二の選別条件が満たされたものとする。
　　＝第二の選別条件＝
　　Ｄ．参考姿勢を基準として、相対ピッチ角θの変動が第一範囲内
　　Ｅ．参考姿勢を基準として、相対ヨー角ψの変動が第二範囲内
　　　（第一範囲，第二範囲はともに有効視野に対応する範囲）
【００４１】
　第二の選別では、第一の選別条件の成立時にたとえ頭部３０の向きが端末１０のディス
プレイ１７に対して垂直でなかったとしても、その姿勢を基準として水平方向に±15°，
垂直方向に±10°の範囲内で頭部３０が動作している間は、その動作がジェスチャー動作
として有効なものと判断される。このような判定手法は、より厳密なジェスチャー区間候
補の識別と、自然な頭部３０の動きによる操作入力との両立に資する。
【００４２】
　なお、有効視野の周囲には、眼球及び頭部３０の運動で無理なく注視できる領域である
安定注視野が存在する。安定注視野の形状は、注視点を中心とした楕円が下方に押し伸ば
されて、注視点よりも下方の領域がやや広くなった形状である。その短軸方向（垂直方向
）は第三範囲P5～P6（例えば約45～70°）の幅を持ち、長軸方向（水平方向）は第四範囲
Y3～Y4（例えば約60～90°）の幅を持つ。したがって、第一の選別条件が成立したときに
、端末１０に対する頭部３０の向きがディスプレイ１７の真正面でなかったとしても、相
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対ピッチ角θ，相対ヨー角ψが安定注視野の外に出ることはない。
【００４３】
　区間候補特定部３Ｃは、第一，第二の選別条件がともに成立する動作が実施された期間
を「ジェスチャー区間候補（動作区間候補）」として特定し、この区間内で取得された角
速度の情報を確定部４に伝達する。ジェスチャー区間候補は、第一，第二の選別条件がと
もに成立した時刻から、第一，第二の選別条件の何れかが不成立となった時刻までの期間
である。第一，第二の選別では、ピッチ角やヨー角の情報が用いられているのに対し、こ
れに続く第三の選別では、ジャイロセンサー１３Ａ，２３Ａで検出された角速度の情報が
用いられる。
【００４４】
　　［３－３．確定部］
　確定部４は、ジェスチャー区間候補の中から、ジェスチャー動作として認識される動作
区間を確定するものである。確定部４には、差分算出部４Ａ，回転強度算出部４Ｂ，区間
確定部４Ｃが設けられる。
　差分算出部４Ａは、「ジェスチャー区間候補」として特定された区間内に取得された角
速度の情報に基づき、端末１０及び頭部３０の角速度の差分（相対角速度）を算出する。
ここでは、ピッチ方向，ヨー方向，ロール方向のそれぞれの角速度について、端末IMU１
３で得られた角速度と頭部IMU２３で得られた値との差が算出される。このような差分の
算出により、ジャイロセンサー１３Ａ，１３Ｂのオフセット（初期姿勢差）が除去される
。
【００４５】
　ここで、端末１０及び頭部３０のヨー方向の角速度（ヨー角速度）の変動を図６（Ａ）
に例示する。図中の破線は端末IMU１３で得られたピッチ角速度に対応し、実線は頭部IMU
２３で得られたピッチ角速度に対応する。差分算出部４Ａは、破線と実線との差（一方か
ら他方を減じた値、あるいはその絶対値）を相対ピッチ角速度ωx〔図６（Ｂ）参照〕と
して算出する。同様に、差分算出部４Ａは、ロール角速度，ヨー角速度についての差分で
ある相対ロール角速度ωy，相対ヨー角速度ωzを算出する。ここでの算出結果は回転強度
算出部４Ｂに伝達される。
【００４６】
　回転強度算出部４Ｂは、「ジェスチャー区間候補」として特定された区間内における頭
部３０の回転強度を算出する。ここでは、「角速度についての信号強度面積SMA(AV)」が
回転強度として算出される。信号強度面積SMA(AV)の算出に係る所定時間Tは、例えば0.1
～1.0秒の範囲内で設定される。角速度の種類としては、頭部IMU２３で得られた角速度（
すなわち、生のヨー角速度，ロール角速度，ピッチ角速度）を用いてもよいが、好ましく
は差分算出部４Ａで算出された相対角速度を用いる。本実施形態の回転強度算出部４Ｂは
、前述の式１，式２に従って、相対ピッチ角速度ωx，相対ロール角速度ωy，相対ヨー角
速度ωzの三種を用いた信号強度面積SMA(AV)を算出し、その情報を区間確定部４Ｃに伝達
する。なお、頭部３０のジェスチャー動作においてはロール方向の回転運動が弱い場合が
多いことから、相対ロール角速度ωyを省略して（ωy＝０とみなして）信号強度面積SMA(
AV)を算出してもよい。
【００４７】
　区間確定部４Ｃは、回転強度算出部４Ｂで算出された回転強度に基づき、ジェスチャー
動作の入力区間を確定する。ここでは、信号強度面積SMA(AV)の値が所定の閾値A0以上と
なる期間がジェスチャー動作の入力区間（すなわち、情報の入力に係る動作に対応するデ
ータ区間）として確定される。つまり、区間確定部４Ｃは、回転強度が所定強度以上とな
る期間を入力区間とする機能を持つ。
　ここで、角速度の信号強度面積SMA(AV)の変化を図７に例示する。ジェスチャー動作の
入力区間は、信号強度面積SMA(AV)が閾値A0以上となる時刻t3～t4，時刻t5～t6，時刻t7
～t8の区間である。これ以外の区間は、仮に何らかの動作がなされているとしても、ジェ
スチャー動作の入力区間ではないものと判断される。このような判断により、ジェスチャ
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ー以外の動作による小さなノイズがフィルタリングされる。その後、入力区間内に含まれ
る相対ピッチ角θ及び相対ヨー角ψの情報が抽出され、軌跡・特徴抽出部５に伝達される
。
【００４８】
　　［３－４．その他］
　軌跡・特徴抽出部５は、確定した入力区間内に含まれる相対ピッチ角θ，相対ヨー角ψ
に基づき、視線の移動軌跡を算出するものである。ここでは、頭部３０の正面前方に仮想
キャンバスがあるものと仮定して、仮想キャンバス上での視点（視線と仮想キャンバスと
の交点）の移動軌跡が算出される。この算出に際し、入力区間内に含まれる相対ピッチ角
θ，相対ヨー角ψの情報は、その入力区間のジェスチャーが認識されるまで、図示しない
バッファに記録される。また、相対ピッチ角θの変化量は仮想キャンバス上での視点の垂
直移動量に変換され、相対ヨー角ψの変化量は水平移動量に変換される。これらの変換に
より、図８（Ａ）に示すように、入力区間内における視線の移動軌跡が描出される。また
、軌跡・特徴抽出部５は、描出された移動軌跡の特徴を抽出する。ここで抽出される特徴
の種類としては、軌跡の形状や長さ，軌跡を構成する各軌跡点の速度ベクトル，各軌跡点
の位置などが挙げられる。これらの特徴の情報は、リアルタイム照合・分類部６に伝達さ
れる。
【００４９】
　リアルタイム照合・分類部６は、軌跡・特徴抽出部５で抽出された視線の移動軌跡の特
徴と、データベース１６が記憶する動作（ジェスチャー）の特徴とを比較，照合すること
により、頭部３０のジェスチャーを認識する。具体的なジェスチャーの認識手法には公知
のパターン認識手法を採用することができる。例えば、データベース１６上に記録されて
いる全ての動作の特徴に対して、視線の移動軌跡の特徴がどの程度類似しているのかを評
価し、最も類似度の高い動作を選択する。
　また、リアルタイム照合・分類部６は、認識されたジェスチャーに対応する入力操作の
情報を出力する。例えば、図８（Ｂ）に示すジェスチャーが認識された場合、そのジェス
チャーが「右方向への移動」の操作であると解釈される。あるいは、図８（Ｃ）に示す場
合は、数字の「９」の入力操作であると解釈される。このように解釈された情報は、端末
１０に対する操作入力としてCPU１１へと伝達される。
【００５０】
　［４．フローチャート］
　図９，図１０は、端末１０におけるジェスチャーの入力方法の手順を説明するためのフ
ローチャートである。これらのフローは、例えばメモリ１２や図示しないリムーバブルメ
ディアに記録されたアプリケーションプログラムによる制御手順に対応するものであり、
CPU１１に読み込まれて所定周期で繰り返し実行される。プログラムの実行周期は、例え
ば端末IMU１３，頭部IMU２３における端末データ，頭部データのサンプリングレートに応
じた周期（例えば0.01秒以下）とされる。
【００５１】
　　［４－１．ジェスチャー区間候補の特定］
　図９のフローは、ジェスチャー区間候補の特定に関するものであり、第一の選別条件と
第二の選別条件とを判定する。このフローでは、相対姿勢フラグFCと回転範囲フラグFRと
が用いられる。相対姿勢フラグFCは第一の選別条件が成立しているときにFC=1に設定され
るフラグであり、回転範囲フラグFRは第二の選別条件が成立しているときにFR=1に設定さ
れるフラグである。これらのフラグの初期値は0である。
【００５２】
　ステップＡ１では、頭部データが頭部IMU２３から頭部姿勢推定部２Ａに入力されると
ともに、端末データが端末IMU１３から端末姿勢推定部２Ｂに入力される。また、頭部姿
勢推定部２Ａでは、頭部３０のピッチ角，ヨー角，ロール角の推定演算がなされる。同様
に、端末姿勢推定部２Ｂでは、端末１０のピッチ角，ヨー角，ロール角の推定演算がなさ
れる。
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【００５３】
　ステップＡ２では、相対姿勢推定部２Ｃにおいて、相対ピッチ角θ，相対ヨー角ψ，相
対ロール角φの推定演算がなされ、端末１０及び頭部３０の相対的な傾きが取得される。
また、ステップＡ３では、ピッチ角範囲判定部３Ａにおいて、相対ピッチ角θが所定値未
満であるか否かが判定される。この条件が不成立の場合には第一の選別条件も不成立とな
るため、ステップＡ５へ進んで相対姿勢フラグFC，回転範囲フラグFRがともに0に設定さ
れる。また、続くステップＡ６では、後述するジェスチャー認識のためにバッファリング
されていたデータが消去（クリア）されてこのフローが終了する。
【００５４】
　ステップＡ３の条件が成立する場合にはステップＡ４に進み、端末１０及び頭部３０の
各々のピッチ角が所定範囲内（所定の識別角度レンジP1～P2内）にあるか否かが判定され
る。この条件が不成立の場合も、第一の選別条件が満たされないため、ステップＡ５に進
む。反対に、この条件が成立した場合には、上記の条件Ａ～Ｃの全てが成立することとな
り、第一の選別条件が成立するためステップＡ７に進む。
【００５５】
　ステップＡ７では、相対姿勢フラグFCがFC=0である否かが判定される。このステップは
、相対姿勢フラグFCの値が0から1に変化したタイミングを判断するためのステップである
。ここですでにFC=1であるときには、ステップＡ８，Ａ９をスキップしてステップＡ１０
に進む。一方、FC=0であるときはステップＡ８に進み、相対姿勢フラグFCがFC=1に設定さ
れる。その後のステップＡ９では、有効視野判定部３Ｂにおいて、その時点における姿勢
が「参考姿勢」に設定される。例えば、その時点における相対ピッチ角θが所定値θ1で
あり、相対ヨー角ψが所定値ψ1であるとすれば、これらの所定値θ1，ψ1が記憶される
。
【００５６】
　ステップＡ１０では、有効視野判定部３Ｂにおいて、参考姿勢との差分で相対姿勢が算
出される。ここでは、相対ピッチ角θが所定値θ1からどの程度変動し、相対ヨー角ψが
所定値ψ1からどの程度変動したのかが算出される。例えば、相対ピッチ角θから所定値
θ1を減じた値が相対ピッチ角差分Δθとして算出され、相対ヨー角ψから所定値ψ1を減
じた値が相対ヨー角差分Δψとして算出される。
【００５７】
　ステップＡ１１では、参考姿勢を基準として、相対ピッチ角θ及び相対ヨー角ψが有効
視野に対応する範囲内で変動しているか否かが判定される。ここでは、前ステップで算出
された相対ピッチ角差分Δθが第一範囲内にあるか否か（例えば、P3≦Δθ≦P4であるか
否か）が判定される。また、相対ヨー角差分Δψが第二範囲内にあるか否か（例えば、Y1
≦Δψ≦Y2であるか否か）が判定される。これらの条件が成立すると、第二の選別条件も
成立するため、ステップＡ１２に進み、回転範囲フラグFRがFR=1に設定される。また、続
くステップＡ１３では、現在の動作が情報の入力動作に係る動作として選別される。つま
り、現在の区間がジェスチャー区間候補として特定され、このフローが終了する。
【００５８】
　一方、ステップＡ１１の条件が成立しない場合には、第二の選別条件が満たされないた
め、ステップＡ１４に進んで回転範囲フラグFRがFR=0に設定される。また、続くステップ
Ａ１５では、後述するジェスチャー認識のためにバッファリングされていたデータが消去
（クリア）されてこのフローが終了する。
【００５９】
　　［４－２．ジェスチャー区間の確定］
　図１０のフローは、ジェスチャー区間の確定に関するものであり、第三の選別条件を判
定する。このフローは、図９に示すフローに並行して実行される。ステップＢ１では、相
対姿勢フラグFC及び回転範囲フラグFRがともに1に設定されているか否かが判定される。
ここでは、第一，第二の選別条件が成立した状態であることが確認される。この条件の不
成立時にはステップＢ２に進み、後述するジェスチャー認識のためにバッファリングされ
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ていたデータが消去（クリア）されてこのフローが終了する。一方、この条件の成立時に
はステップＢ３に進む。
【００６０】
　ステップＢ３では、差分算出部４Ａにおいて、ジェスチャー区間候補として特定された
区間内に取得された角速度の情報に基づき、端末１０及び頭部３０の角速度の差分が算出
される。例えば、端末１０のピッチ角速度から頭部３０のピッチ角速度を減じた値が相対
ピッチ角速度ωxとして算出される。同様に、相対ロール角速度ωy，相対ヨー角速度ωz
も併せて算出される。続くステップＢ４では、回転強度算出部４Ｂにおいて、角速度につ
いての回転強度SMA(VA)が算出される。ここでは、例えば式１，式２に従って角速度の信
号強度面積SMA(AV)が回転強度として算出される。
【００６１】
　ステップＢ５では、角速度の信号強度面積SMA(AV)が閾値A0以上であるか否かが判定さ
れる。ここで、SMA(AV)≧A0であるときにはステップＢ６に進み、区間確定部４Ｃにおい
て、その時点における頭部３０の動作がジェスチャー区間に含まれる動作であると判断さ
れる。つまり、少なくともその時点の動作は、ジェスチャー動作の一部であると判断され
る。続くステップＢ７では、その時点における相対ピッチ角θ，相対ヨー角ψの情報が軌
跡・特徴抽出部５に伝達され、バッファに記録される。また、ステップＢ８では、ジェス
チャーに関するデータがバッファリングされていることを表すバッファフラグFBがFB=1に
設定されて、このフローが終了する。第一，第二の選別条件が成立した状態で、角速度の
信号強度面積SMA(AV)が閾値A0以上である限り、相対ピッチ角θ，相対ヨー角ψの情報が
軌跡・特徴抽出部５に逐一バッファリングされることになる。
【００６２】
　ステップＢ５でSMA(AV)＜A0であるときにはステップＢ９に進み、バッファフラグFBがF

B=1であるか否かが判定される。この条件が不成立の場合は、まだ相対ピッチ角θ，相対
ヨー角ψの情報がバッファリングされていないため、そのままこのフローを終了する。こ
れは例えば、第一，第二の選別条件が成立した直後であって、角速度の信号強度面積SMA(
AV)が閾値A0未満である状態に相当する。
【００６３】
　一方、ステップＢ９の条件の成立時にはステップＢ１０に進む。ステップＢ１０では、
軌跡・特徴抽出部５において、バッファリングされた相対ピッチ角θ，相対ヨー角ψの情
報に基づいて視線の移動軌跡が算出されるとともに、移動軌跡の特徴が抽出される。また
、リアルタイム照合・分類部６では、移動軌跡の特徴とデータベース１６上の動作（ジェ
スチャー）の特徴とが比較，照合され、頭部３０のジェスチャーが認識されるとともに、
そのジェスチャーに対応する入力操作の情報が出力される。
　ジェスチャーの認識及び出力が完了したステップＢ１１には、相対姿勢フラグFC，回転
範囲フラグFR，バッファフラグFBが全て0にリセットされる。また、ステップＢ１２では
、その後の新たなジェスチャー入力に備えて、軌跡・特徴抽出部５のバッファが消去（ク
リア）される。
【００６４】
　［５．作用，効果］
　（１）上記の実施形態〔端末１０（入力装置），端末１０で実行されるジェスチャーの
入力方法（図９，図１０に示すフローチャート）及びジェスチャーの入力に係るプログラ
ム１〕では、情報の入力に係る動作が実施された「データ区間（すなわちジェスチャー動
作の入力区間）」を確定する際に、端末１０及び頭部３０の相対的な傾きに基づいて「ジ
ェスチャー区間候補」が特定される。また、特定された「ジェスチャー区間候補」内にお
ける頭部３０の回転強度に基づいて、最終的な「データ区間」が確定される。
　つまり、「ジェスチャー区間候補」の特定には、相対的な傾きの情報が用いられるのに
対し、その候補をさらに絞り込んで確定する際には、頭部３０の回転運動の激しさを表す
回転強度の情報が用いられる。
【００６５】
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　このような手法を採用することで、随意的なジェスチャー動作が行われた区間を精度よ
く把握することができ、セグメンテーションの精度を高めることができる。これにより、
軌跡・特徴抽出部５で抽出される移動軌跡の特徴が適正化され、リアルタイム照合・分類
部６での照合精度が向上する。したがって、ジェスチャー動作の認識精度を向上させるこ
とができる。
　例えば、ユーザーによる意識的な随意運動と、無意識のうちに生じる不随意動作とを高
精度に区別することができ、誤入力の発生確率を大幅に低減させることができる。また、
ユーザーに拘束感を与えない自然な小さい頭部３０の動きであっても、その動きを入力操
作に係るジェスチャーとして判別することができる。
【００６６】
　（２）上記の実施形態では、条件Ａに示すように、端末１０及び頭部３０の相対ピッチ
角θが所定値未満の動作を選別している。相対ピッチ角θを用いてデータ区間の候補を特
定することで、端末１０に対する頭部３０の動作を精度よく把握することができる。例え
ば、ソファや布団に横になった姿勢でのジェスチャー操作を許容することができ、動作の
識別精度を向上させることができる。
【００６７】
　（３）上記の実施形態では、条件Ｂ，条件Ｃに示すように、端末１０及び頭部３０の各
々のピッチ角が所定範囲内にある動作を選別している。それぞれのピッチ角の角度範囲を
制限することで、動作とは無関係な傾きを除外することができ、動作の識別精度を向上さ
せることができる。例えば、図４中に示すように、ディスプレイ１７の向きが極端に下向
きである場合や、頭部３０の向きが極端に上向きである場合の動作を認識対象から除外す
ることができる。また、これらの状態では第一の選別条件が成立せず、ジェスチャーの認
識に係るデータがバッファリングされないため、演算負荷を削減することができる。
【００６８】
　（４）上記の実施形態では、条件Ｄ，条件Ｅに示すように、相対ピッチ角θ，相対ヨー
角ψの変動が有効視野に対応する範囲内であることを条件として動作が選別される。有効
視野は、視野内において眼球運動だけで瞬時に情報を受容できる領域である。つまり、有
効視野を超えるような頭部動作を伴うジェスチャーは、眼球運動だけで瞬時に情報を受容
できない不自然な動作であるといえる。上記の実施形態では、このような不自然な動作が
認識対象から除外されるため、ジェスチャー区間候補をより厳密に識別しつつ、頭部３０
の自然な動きによる操作入力を実現することができる。
【００６９】
　（５）上記の条件Ｄ，条件Ｅでは、参考姿勢を基準とした相対ピッチ角θ，相対ヨー角
ψの変動が判定される。参考姿勢とは、第一の選別条件が成立した状態での相対姿勢であ
る。つまり、条件Ｄ，条件Ｅの判定では、その判定がなされる直前における端末１０と頭
部３０との相対的な位置関係に応じて、有効視野の中心位置が変更される。これにより、
たとえ頭部３０の向きが端末１０のディスプレイ１７に対して垂直でなかったとしても、
その傾斜した視認姿勢を基準とした有効視野を設定することができる。したがって、ジェ
スチャー区間候補をより厳密に識別しつつ、頭部３０の自然な動きによる操作入力を実現
することができる。
【００７０】
　（６）上記の条件Ｄ，条件Ｅでは、相対ピッチ角θの変動が第一範囲P3～P4内であり、
かつ、相対ヨー角ψの変動が第二範囲Y1～Y2内であるか否かが判定される。このように、
相対ピッチ角θ及び相対ヨー角ψの変動が比較的小さいことを条件として第二の選別を実
施することで、ジェスチャー区間候補をより厳密に識別することができ、動作の識別精度
を向上させることができる。
　（７）上記の実施形態では、区間確定部４Ｃにおいて、回転強度が所定強度以上となる
期間がジェスチャー動作の入力区間として確定される。このように、回転方向についての
運動の激しさを用いることで、頭部３０の意識的な動作を精度よく把握することができ、
動作の識別精度を向上させることができる。
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【００７１】
　（８）上記の実施形態では、式１，式２に示すように、頭部の回転強度に相当する角速
度についての信号強度面積SMA(AV)が算出される。このような算出手法を採用することで
、三軸全てについての頭部３０の回転運動の激しさを定量的に評価することができ、動作
の識別精度を向上させることができる。
　（９）また、上記の実施形態では、差分算出部４Ａで算出された相対角速度を用いて信
号強度面積SMA(AV)を算出している。これにより、体動ノイズ（体動アーティファクト，
歩行動作や乗り物の揺れなどに起因するノイズ）の影響を除去することができ、動作の識
別精度を向上させることができる。
【００７２】
　［６．変形例］
　開示の実施形態の一例に関わらず、本実施形態の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して
実施することができる。本実施形態の各構成及び各処理は、必要に応じて取捨選択するこ
とができ、あるいは適宜組み合わせてもよい。
【００７３】
　上述の実施形態では、図１に示すように、ヘッドセット型のウェアラブルデバイスを例
示したが、頭部３０の動きを取得するための手法はこれに限定されない。例えば、耳掛け
型や眼鏡型のウェアラブルデバイスに頭部IMU２３を内蔵させたものを用いてもよい。な
お、端末１０の内蔵カメラで撮影された画像を解析することで、端末１０と頭部３０との
相対的な傾きや頭部３０の回転強度を算出するような制御構成としてもよい。
【００７４】
　また、上述の実施形態では、端末１０の内部でジェスチャーを認識するものを例示した
が、ジェスチャーの認識に係る制御を実施する主体は任意である。例えば、頭部ガジェッ
ト２０の内部で上記のプログラム１を実行させてもよいし、端末１０及び頭部ガジェット
２０以外のコンピューター上で実行させてもよい。この場合、制御を実施する主体は、有
線又は無線通信により端末１０及び頭部ガジェット２０と通信可能とすることが好ましい
。
【００７５】
　また、上述の実施形態では、図３に示すプログラム１が端末１０のメモリ１２上に記録
されたものを例示したが、プログラム１が記録される記録媒体はこれに限定されない。例
えば、磁気記録媒体や光記録媒体などのコンピューターで読み取り可能な記録媒体に記録
された形態で提供されてもよい。この場合、コンピューターはその記録媒体からプログラ
ムを読み取り、内部記憶装置又は外部記憶装置に転送，格納して、プログラムを実行する
。なお、上述の実施形態では、図３に示す機能がソフトウェア上で実施されるものを示し
たが、これらの機能の一部又は全部をハードウェア（論理回路）として設けてもよい。
【００７６】
　［７．付記］
　以上の変形例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
　　［７－１．入力方法］
（付記１）
　頭部の動作を用いて端末に情報を入力する入力方法において、
　前記端末及び前記頭部の相対的な傾きを取得し、
　前記傾きに基づき、前記情報の入力に係る動作を選別し、
　選別された前記動作における前記頭部の回転強度を算出し、
　前記回転強度に基づき、前記動作の入力区間を確定する
ことを特徴とする、入力方法。
（付記２）
　前記端末に対する前記頭部の相対的な回転強度を算出する
ことを特徴とする、付記１記載の入力方法。
【００７７】
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（付記３）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角が所定値未満の前記動作を選別する
ことを特徴とする、付記１又は２記載の入力方法。
（付記４）
　前記端末及び前記頭部の各ピッチ角が所定範囲内にある前記動作を選別する
ことを特徴とする、付記１～３の何れか１項に記載の入力方法。
【００７８】
（付記５）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角の変動が有効視野に対応する範囲
内である前記動作を選別する
ことを特徴とする、付記１～４の何れか１項に記載の入力方法。
（付記６）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角に基づき、前記有効視野の基準位
置を設定する
ことを特徴とする、付記５記載の入力方法。
【００７９】
（付記７）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角の変動が第一範囲内であり、かつ、前記端末
及び前記頭部の相対的なヨー角の変動が第二範囲内である前記動作を選別する
ことを特徴とする、付記５又は６記載の入力方法。
（付記８）
　前記回転強度が所定強度以上となる期間を前記入力区間とする
ことを特徴とする、付記１～７の何れか１項に記載の入力方法。
【００８０】
（付記９）
　前記頭部の角速度についての信号強度面積（すなわち、前記頭部の角速度の定積分値に
対応するパラメーター）を前記回転強度として算出する
ことを特徴とする、付記１～８の何れか１項に記載の入力方法。
（付記１０）
　以下の式１を用いて前記信号強度面積を算出する
ことを特徴とする、付記９記載の入力方法。
【数４】

〔ωx(i), ωy(i), ωz(i) は三軸それぞれの角速度，Tは所定時間〕
【００８１】
　　［７－２．入力装置］
（付記１１）
　頭部の動作を用いて端末に情報を入力する入力装置であって、
　プロセッサと、
　メモリと、
　前記端末及び前記頭部の相対的な傾きを取得する取得部と、
　前記取得部で取得された前記傾きに基づき、前記情報の入力に係る動作を選別する選別
部と、
　前記選別部で選別された前記動作における前記頭部の回転強度を算出する算出部と、
　前記算出部で算出された前記回転強度に基づき、前記動作の入力区間を確定する確定部
と、
を備えたことを特徴とする、入力装置。
（付記１２）
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　前記算出部が、前記端末に対する前記頭部の相対的な回転強度を算出する
ことを特徴とする、付記１１記載の入力装置。
【００８２】
（付記１３）
　前記選別部は、前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角が所定値未満の前記動作を選
別する
ことを特徴とする、付記１１又は１２記載の入力装置。
（付記１４）
　前記選別部は、前記端末及び前記頭部の各ピッチ角が所定範囲内にある前記動作を選別
する
ことを特徴とする、付記１１～１３の何れか１項に記載の入力装置。
【００８３】
（付記１５）
　前記選別部は、前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角の変動が有効視野
に対応する範囲内である前記動作を選別する
ことを特徴とする、付記１１～１４の何れか１項に記載の入力装置。
（付記１６）
　前記選別部は、前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角に基づき、前記有
効視野の基準位置を設定する
ことを特徴とする、付記１５記載の入力装置。
【００８４】
（付記１７）
　前記選別部は、前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角の変動が第一範囲内であり、
かつ、前記端末及び前記頭部の相対的なヨー角の変動が第二範囲内である前記動作を選別
する
ことを特徴とする、付記１５又は１６記載の入力装置。
（付記１８）
　前記確定部は、前記回転強度が所定強度以上となる期間を前記入力区間とする
ことを特徴とする、付記１１～１７の何れか１項に記載の入力装置。
【００８５】
（付記１９）
　前記算出部が、前記頭部の角速度についての信号強度面積（すなわち、前記頭部の角速
度の定積分値に対応するパラメーター）を前記回転強度として算出する
ことを特徴とする、付記１１～１８の何れか１項に記載の入力装置。
（付記２０）
　前記算出部が、上記の式１を用いて前記信号強度面積を算出する
ことを特徴とする、付記１９記載の入力装置。
【００８６】
　　［７－３．プログラム（記録媒体）］
（付記２１）
　頭部の動作を用いて端末に情報を入力するプログラム〔又は、プログラムを記録したコ
ンピューター読取可能な記録媒体〕において、
　前記端末及び前記頭部の相対的な傾きを取得し、
　前記傾きに基づき、前記情報の入力に係る動作を選別し、
　選別された前記動作における前記頭部の回転強度を算出し、
　前記回転強度に基づき、前記動作の入力区間を確定する
処理をコンピューターに実行させるプログラム〔又は、プログラムを記録したコンピュー
ター読取可能な記録媒体〕。
（付記２２）
　前記端末に対する前記頭部の相対的な回転強度を算出する
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処理をコンピューターに実行させる付記２１記載のプログラム〔又は、プログラムを記録
したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
【００８７】
（付記２３）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角が所定値未満の前記動作を選別する
処理をコンピューターに実行させる付記２１又は２２記載のプログラム〔又は、プログラ
ムを記録したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
（付記２４）
　前記端末及び前記頭部の各ピッチ角が所定範囲内にある前記動作を選別する
処理をコンピューターに実行させる付記２１～２３の何れか１項に記載のプログラム〔又
は、プログラムを記録したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
【００８８】
（付記２５）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角の変動が有効視野に対応する範囲
内である前記動作を選別する
処理をコンピューターに実行させる付記２１～２４の何れか１項に記載のプログラム〔又
は、プログラムを記録したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
（付記２６）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角及びヨー角に基づき、前記有効視野の基準位
置を設定する
処理をコンピューターに実行させる付記２５記載のプログラム〔又は、プログラムを記録
したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
【００８９】
（付記２７）
　前記端末及び前記頭部の相対的なピッチ角の変動が第一範囲内であり、かつ、前記端末
及び前記頭部の相対的なヨー角の変動が第二範囲内である前記動作を選別する
処理をコンピューターに実行させる付記２５又は２６記載のプログラム〔又は、プログラ
ムを記録したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
（付記２８）
　前記回転強度が所定強度以上となる期間を前記入力区間とする
処理をコンピューターに実行させる付記２１～２７の何れか１項に記載のプログラム〔又
は、プログラムを記録したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
【００９０】
（付記２９）
　前記頭部の角速度についての信号強度面積（すなわち、前記頭部の角速度の定積分値に
対応するパラメーター）を前記回転強度として算出する
処理をコンピューターに実行させる付記２１～２８の何れか１項に記載のプログラム〔又
は、プログラムを記録したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
（付記３０）
　上記の式１を用いて前記信号強度面積を算出する
処理をコンピューターに実行させる付記２９記載のプログラム〔又は、プログラムを記録
したコンピューター読取可能な記録媒体〕。
【符号の説明】
【００９１】
１　プログラム（ジェスチャー認識プログラム）
２　取得部
　２Ａ　頭部姿勢推定部
　２Ｂ　端末姿勢推定部
　２Ｃ　相対姿勢推定部
３　選別部
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　３Ａ　ピッチ角範囲判定部
　３Ｂ　有効視野判定部
　３Ｃ　区間候補特定部
４　確定部
　４Ａ　差分算出部
　４Ｂ　回転強度算出部（算出部）
　４Ｃ　区間確定部（確定部）
５　軌跡・特徴抽出部
６　リアルタイム照合・分類部
１０　端末
１３　端末IMU
２０　頭部ガジェット
２３　頭部IMU
３０　頭部
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